
２０１９年度
宇宙線研究所新人向けガイダンス

• １３：００～１３：０５ 所長挨拶
• １３：０５～１３：１５ 学生相談窓口について（学生相談ネットワーク本部 大島講師）
• １３：１５～１３：２５ 副担当教員・教務・学生の手続きについて（三代木准教授）
• １３：２５～１３：４５ 安全衛生について（吉越准教授）
• １３：４５～１４：００ 情報セキュリティについて（篠原技術職員）

－ 休憩（１０分） －

• １４：１０～１４：３０ 研究倫理と研究サポートについて（佐藤 特任専門員（URA））
• １４：３０～１４：４５ 研究費の受入、使い方について（大浦 副事務長）
• １４：４５～１４：５５ 調達について（柏地区共通事務センター 契約チーム 鈴木上席係長）
• １４：５５～１５：０５ 出張について（柏地区共通事務センター 経理チーム 田中経理係長）
• １５：０５～１５：１５ コンプライアンスについて（渡辺 事務長）

以下、学生は退席可（教職員向け内容のため）

• １５：１５～１５：３０ 人事・給与について（柏地区共通事務センター 人事チーム 岡本係長）

• １５：３０～１５：４０ 就業規則・服務について（山末 総務係長）

• １５：４０～１５：４５ 質疑応答



副担当教員・教務・学生の
手続きについて

三代木伸二

2019年4月22日

宇宙線研新人向けガイダンス



物理学専攻の副担当教員

• 吉越貴紀（柏）
– 居室：宇宙線研究所棟301
– 電子メール：tyoshiko@icrr.u-tokyo.ac.jp

• 三代木伸二（神岡）
– 居室：重力波観測研究施設データ収集解析棟206
– 電子メール：miyoki@icrr.u-tokyo.ac.jp

• 研究活動、キャンパスライフ等について、指導教
員以外に相談したい場合にはお気軽にどうぞ。
– 他にも窓口があります（各サブコースの副担当教員、

学生相談窓口等）。



相談内容の事例

研究テーマを変えたくなった（指導教員の変更が必要な場合
も含む）

教員、当事者間で相談の上、公平さを保ちつつ対応。

研究環境が変わるのが（本人の個人的な状況から）難しい。
でも行かないと学位を取らしてくれないかもと不安が膨らん
で研究できなくなる。

相談してきた段階で、すでに完成度の高い学位論文が書けるレベル
であることを説明し、不安を払拭した→元気になって卒業。



M1部屋

• 一年間、柏の居場所として使えます。

– 目的は、他研究室学生との交流等。

• 今年度のM1部屋：北棟西側の北側（旧231, 
232合体部屋）

• M1部屋担当者：

– 﨏先生

• 居室：柏宇宙線研棟404、

• 電子メール：sako@icrr.u-tokyo.ac.jp



教務関係、学生の諸手続き

• 理学系研究科物理学／天文学専攻のウェブサ
イトをチェックしてください。
– 物理：http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/g_info/
– 学振特別研究員、国際卓越大学院、奨学金、履修案

内等、重要な情報が掲載されます。
– 特に、博士課程進学希望者は、申し込みが7月上旬

に設定されていますので、ご注意ください。

皆さんの正式な所属は理学系研究科。宇宙線研は
理学系研究科（物理学／天文学専攻）の協力講座。

• 宇宙線研にかかわる事柄は、宇宙線研事務室もサポートし
ます。



M1 部屋に関する連絡用メールアドレス登録のお願い
M1-beya (room) mailing list subscription

• M1 の方は、M1 部屋の利用に関する連絡のためのM1 メーリングリストに登録し
てください。

icrr-m1-ctl@icrr.u-tokyo.ac.jp の本文に subscribe xxxx と書いて送ってください。

xxxx は宇宙線研のメールアドレス xxxx@icrr.u-tokyo.ac.jp の xxxx です。

わからないことがあれば、icrr-m1-admin@icrr.u-tokyo.ac.jp か
sako@icrr.u-tokyo.ac.jp にご連絡ください。

• To share the information related to the M1-beya usage, please subscribe to the M1 
mailing list.
Send an email to icrr-m1-ctl@icrr.u-tokyo.ac.jp with content subscribe xxxx
Here xxxx means your ICRR account name defined in xxxx@icrr.u-tokyo.ac.jp.
Do not hesitate to ask any question to 
icrr-m1-admin@icrr.u-tokyo.ac.jp or sako@icrr.utokyo.ac.jp



安全衛生について





宇宙線研究所（部局）



宇宙線研究所・環境安全管理室
（平成３１年度）

宇宙基礎物理学研究部門
（重力波、観測的宇宙論、理論）

内山 隆

高エネルギー宇宙線研究部門
（TA、高エネ天体、チェレンコフ、チベッ
ト、Ashra）

瀧田 正人
下平 英明
吉越 貴紀（今年度室長）
佐川 宏行
佐々木 真人

宇宙ニュートリノ研究部門
（神岡、ニュートリノセンター）

塩澤 真人 （神岡）
奥村 公宏 （柏）

リサーチ・アドミニストレーター 佐藤 立子

放射線担当 中畑 雅行



安全衛生教育講習会

教職員･学生とも必ず受講すること



寒剤および高圧ガスボンベ講習会
その他、放射線取扱講習会
レーザー講習会

ドラフトチェンバー講習会 など

http://www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/cryogenic/lecture/kosyu/kosyu_annai.html



放射線講習会

• 以下の放射線作業を行う方は受講が必要：
– 「研究所管理下の100万電子ボルト未満のエックス線装置の使用」
– 「研究所での小線源の使用」
– 「研究所外での放射線取扱い作業、又はそれに付随する業務」

• 講習会
1. 全学の新規取扱者講習会
2. http://cosmo.ric.u-tokyo.ac.jp/gyomu/initial_question/chart.html

• これまで放射線取扱経験のない人
• 全学の新規取扱者講習会の受講（総務係に受講申込書を提出）
• ※ これまでに放射線取扱の経験があり，上記の新規取扱講習に相当するも

のを受講されている方は， 新規取扱者講習を免除できる可能性があるので，
総務係まで問い合わせ

3. 部局（宇宙線研）での講習会（新規及び継続とも毎年）
• 詳細は次ページ



新規放射線取扱者の手続き

4/15付けの総務係からの案内メール



宇宙線研究所における放射線教育訓練

柏地区

5月30日（木） 宇宙線研6F大セミナー室

新規者10:00～、継続者10:40～

• 新規取扱者，継続取扱者は毎年要受講です．

– 他機関，他部局で取り扱ったことがある方でも，宇宙線研で初めての場合「新規」となる．

• 他の機関での放射線作業にもこの教育訓練を受講する必要があります．

• 以下のうち、どれか1回要受講してください．

– どうしても参加できない，英語での教育を希望する等は，放射線担当者（中畑先生）まで

神岡地区

5月29日（水） 神岡施設セミナー室

新規者13:00～、継続者13:40～

詳細は電子メール等を確認してください



巡視（産業医）



今年度の産業医巡視スケジュール

明野観測所
乗鞍観測所

８月６日（火）〜７日（水）

神岡宇宙素粒子研究施設
重力波観測施設

８月２７日（火）〜２８日（水）

宇宙線研究所本館 １２月１２日（木）

第二総合研究棟 １月２３日（木）



よく指摘される事項

• 居室・実験室の整理整頓
• 棚・ロッカー等の固定
• 避難経路（廊下など）にある障害物
• 高圧ボンベ（横おき、固定なし）
• 薬品管理
• レーザー機器取り扱い時の保護メガネ
• 実験室内の飲食、実験用冷蔵庫への食品の保存

指摘事項は直ちに対策および改善を行い、その後
衛生管理者（安全管理室員）による巡視で確認を行う。



化学物質管理 （UTCRIS)

UTCRIS
https://utcris.adm.u-tokyo.ac.jp/CRIS_v1_0/index.aspx

薬品の在庫、量は研究室ごとに
UTCRISで管理

三か月ごとに使用量を申請



化学物質等持ち込み/引き継ぎ確認書

• 教員の就任に伴い、学内に化学薬品を持ち込む場
合は確認書を提出。

• 教員の定年または退出時に伴い、管理している化
学薬品は他の教員に引き継ぐ場合も確認書が必要。



廃液はグループ（研究室）ごとに環境安全講習修了証を保有する方を経由して
柏環境安全研究センターに処分を依頼する（宇宙線研の場合）。
回収まで廃液は各グループ（研究室）で保管しておく。（廃液回収頻度は１回/月程度）



環境安全講習会

http://www.esc.u-tokyo.ac.jp/education/license/course/





事故がおきたら



宇宙線研究所
安全衛生緊急連絡網 （取扱い注意）

事故報告として、各研究部門の環境安全管理

室員または室長に連絡を取ってください（学生

は指導教員にも連絡）



事故報告、ヒヤリハット報告

事故の状況把握
原因調査
再発防止策の検討

UTSMISより入力
http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User
宇宙線研安全管理室にて確認後、提出



よくある事故報告

• 自転車で車止めのブロックに追突
• 暗闇で足をつまづいて転倒
• 不注意による自動車での追突
• 積雪による転倒
• 蜂さされ

など

柏キャンパス内および全学の事故報告は月ごとにま
とめて教授会にて報告



環境安全メールマガジン
月一回メールで発行



野外活動の事故防止
野外における教育研究活動
安全衛生管理計画書

各グループ責任者から提出



喫煙について



宇宙線研究所の喫煙場所

宇宙線研究所６階



情報セキュリティ

篠原昌延

2019年4月22日 新人向けガイダンス



はじめに

東大全学の取り組みの現状
以前は部局ごとの対応

2015年6月 東大で不正アクセスによる個人情報流出

文部科学省からセキュリティ対策徹底の指導を受け2016

年より東大全学として取り組んでいる

ITC-LMS(e-learning)による教育

全学ファイアーウォールの設置など

今後数年間で宇宙線研の環境も激変する可能性がある



情報セキュリティとその実践

情報資産（そのもの、及び関係する機器類）の機密性、完全

性、可用性を維持すること

しかしこれを脅かすものが存在する

ひとりひとりがこれらの脅威の対策をしなければならない

被害にあった場合、自分が被害者になるだけでなく踏み台にさ

れて加害者になる危険性を認識すること



個々人でやるべきこと

東大ポータル

「東京大学情報セキュリティ・ポリシーの実施手順（一般操作機器・端末編）」

UTokyo-CERT（東京大学コンピュータ緊急対応チーム）ウェブページ 学内向けお知らせ

「セキュリティ対策ガイドライン 2019年3月号」

「情報倫理・コンピュータ利用ガイドライン」

をよく読んで実行

特に、ソフトウェアを最新の状態にする、ウィルス対策ソフトを導入する、アカウント・パス

ワードを適切に管理することは最小限やらなければならないこと



最近流行の脅威

インターネット利用にメール・ウェブは必須、これらに対する脅威は多い

メールの添付ファイル

暗号化パスワード化でウイルスチェックが無効化される

添付ファイルが自動実行される場合もある

HTMLリンクでフィッシングサイトに誘導される場合もある

埋め込まれたJAVAスクリプトが実行されcpuを占有されることもある

IoT 造りはコンピュータと同じ

脆弱性をつかれて制御される危険性

利用しないのであれば機能を停止しておく



宇宙線研の特殊事情

宇宙線研は共同利用研究所

共同利用計算機やネットワークなど宇宙線研構成員以外の共同利用者も同じように

利用する

「外部」はどこから？、どこまで？

セキュリティの対象としては宇宙線研外になるが

研究所外に情報を持ち出す、

研究所外から情報資源を利用させる

などの行為を禁止するわけにはいかない

よりいっそうの注意が必要



宇宙線研(柏)のネットワークの概要

東京大学情報ネットワークシステム（UTNET)の末端の支線と

して存在する

入口にファイアーウォールがある

宇宙線研の中もサブネットに分かれている(VLAN)

宇宙線研棟内には宇宙線研以外の支線もある（事務関係、

UTokyo WiFi(eduroam)など)

全学スペース(総合研究棟、第二総合研究棟内)は宇宙線研の管

轄外となりネットワークの利用にはその都度対応が必要



宇宙線研内の体制

計算機、ネットワークの（通常）運用

計算機委員会

共同計算機の資源、サブネットワークなど概ねプロジェクト単位に分かれていて責任者（計算機委員）がい

る

共同利用計算機のアカウント、固定IPアドレス、メーリングリスト新設などの申請は計算機委員にご相談を

計算機委員会の管轄は

ネットワークは居室の情報コンセントまで

6階の無線LAN装置、大判プリンタ

(コピー室の複合機、テレビ会議装置は別管理)

セキュリティ関係

情報セキュリティ委員会（部局CERT相当）

計算機委員会（専攻CERT相当）



万が一の場合

インシデント（安全性を脅かす不測の事態）に遭った場合

(多くはUTokyo-CERTからの連絡による)

被害拡大の応急処置(ネットワークから切り離す)

連絡（総務係・所属計算機委員）

解決に当たる（場合によってはUTokyo-CERTの力も借りる）

処理が終わったらインシデントレポートシステムでUTokyo-

CERTに報告書を提出



過去のインシデント例

昨年度は

WebサーバのXSS(クロスサイトスクリプティング)脆弱性が多く指摘される

所内のWiFiに接続していたスマートフォン端末からのSPAMメール送信

過去には

ウィルス感染によりポートスキャン、ウィルスメール送信

パスワードの不正取得からポートスキャン、SPAMメールの大量送信、システ

ムダウン

脆弱性をそのままにしていたホスト・機器に不正侵入、改竄、マルウェアファ

イルアップロード



(番外)EPSについて

Electric Pipe Spaceのことでエレベータ裏にあ

る

電気関係の機器の設置、配線がされている部屋

で物置ではない

一部の部屋の奥に総合防災情報研究センターのIT

強震計が設置されているので手を触れない、振

動を与えないようお願いします



(番外)EPSについて（続）

写真1 EPS(外側) 写真2 EPS(内部) 写真3 IT強震計



研究倫理について

宇宙線研究所 研究倫理担当者
副所長、神岡宇宙素粒子研究施設長

中畑 雅行

45
２０１9年４月２2日



研究上の倫理、研究不正の防止

• 科学研究は、客観性や実証性に裏付けられ、同時代もしく
は後代の研究者によって追試や評価を可能とするものでな
ければなりません。

• 研究活動の不正行為（捏造、改ざん、盗用）は、知識の体
系に間違った要素を組み込むだけでなく、知識体系自体を
崩壊させる危険性を持ち、研究者の行動規範に真っ向から
反する行為です。

• たとえ不注意や知識不足によるものであっても、研究者と
しての信用や将来を損なうものであり、大学や科学コミュニ
ティ全体に深刻な影響を与える事態にもなりかねません。

46

ファカルティ・ハンドブック２０１６（東京大学） より



東京大学憲章

47

（2003.3.18 制定）

平成２６年１０月２１日 研究倫理セミナー（東京大学理事・副学長 松本洋一郎） より



48



東京大学の科学研究における行動規範

49

（2006.3.17 制定）

平成２６年１０月２１日 研究倫理セミナー（東京大学理事・副学長 松本洋一郎） より



東京大学の科学研究における行動規範

50

平成２６年１０月２１日 研究倫理セミナー（東京大学理事・副学長 松本洋一郎） より



東京大学の科学研究における行動規範

51

平成２６年１０月２１日 研究倫理セミナー（東京大学理事・副学長 松本洋一郎） より



不正行為、不適切な行為とは？

52

ファカルティ・ハンドブック２０１６（東京大学） より



研究倫理教育の実施計画

53



54

○ 「研究費の運営・管理に携わる方」とは、研究に携わ
らない常勤職員、事務補佐員等の方で、業務として
財務会計システム、予算執行管理システム、UTokyo
購買・試薬サイト、出張旅費システムにて業務を行う
方、経費の執行に携わる方及び各研究室等において
検収補助者に指定され検収業務に携わる方を指しま
す。

※１ 大学院生は原則全員受講が必須となりますが、外
部資金に応募する方及び研究費の運営・管理に携わ
る方は確認書Aをご提出ください。なお、理学系研究

科の集中講義「研究倫理」を受講された方は、研究倫
理教育（研究費不正を含む）を受講したものとします
（2015年5月20日理学系研究科に確認）。

※２ 研究費の運営・管理に携わらない方は受講の必
要はございません。
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56平成28年9月7日 東京大学研究倫理セミナー(日本学術振興会 家泰弘) より



• 宇宙線研究所の事務から「研究倫理教育の実施」に関する

メールが送られます。

• 各自受講してください。

• 受講後、確認書（ＡまたはＢ）を宇宙線研究所の事務に提

出してください。

• 以前、他機関で受講された方は再度受けていただく必要は

ありません。ただし、確認書はあらためて宇宙線研究所に

提出してください。

• 研究倫理教育は、５年に一度受講してください。

57

研究倫理教育の具体的な実施方法
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デジタルデータファイルの保存に関する宇宙線研のルール
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• 研究不正をおこなうと研究者生命を失うことになりかねま

せん。

• 誠実な態度で研究に臨み、良い成果をあげてください。

• 何か不安なことがあれば、研究倫理担当者（中畑）までご

相談ください。

＜実務担当＞

• 研究倫理教育実施；予算決算係 丸森

• 研究用デジタルデータファイル保存；研究サポート室 佐藤
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まとめ



研究サポート室の
研究支援・研究推進

について
研究サポート室
URA 佐藤立子

2019年4月22日



URA導入の背景
（リサーチ・アドミニストレーター）

近年、社会ニーズへの対応、教育・研究の高度化、国際競争の激化などにより、
研究活動に付随する業務が増加しています。
また、研究活動のための予算は、競争的資金への依存率が高くなっています。
競争的資金の増大に伴って、申請業務や適正管理などの研究マネジメント業務
に割かれる時間が増大し、研究者に過度な負担が生じています。

このような状況下、高度な研究支援人材としてURA を配置することにより、
研究者が研究に専念できる環境を実現し、大学の研究活動の質的強化を図るこ
とが期待されています。

2016年度 東京大学のURA認定制度開始

（東京大学URA推進室ホームページより）

2013年度 研究サポート室を設置、URA1名体制
2018年11月 国際共同利用・共同研究拠点に採択
2019年度 外国人研究者支援体制強化のためURA2名増員

宇宙線研究所では・・・



国際共同利用・共同研究拠点
としての役割

大型光学望遠鏡やＸ線衛星では観測できない天体の深部における物理現象を、高エネルギー
宇宙線・ニュートリノ・重力波などによって解明していく研究を推進する

スーパーカミオカンデ観測装置（SK）・低温重力波望遠鏡KAGRA・中国チベット高原（チベット ASγ）
米国ユタ砂漠（TA）・スペインラパルマ（CTA）・ボリビアチャカルタヤ

これらの国際的な共同利用研究では１実験あたりの共同研究者数がおおよそ100から200人程度と大型
宇宙線研究所はこれらの研究のホスト研究機関として役割が求められている。



研究にまつわるマネジメント・管理業務をお手伝い

室長
（所長兼任）

副室長
（副所長兼任）

URA広報
（兼任）

事務職員
（兼任）

研究サポート室安全衛生

安全管理室長をサポート
産業医巡視対応
衛生管理者巡視対応
事業所環境安全管理室会議
法令、UTSMIS事故災害報告対応
所内安全管理規程の更新
各種安全相談対応

国際共同利用研究の推進
国際公募の企画・実施
外国人研究者の研究活動支援
共同利用運営委員会
事務部門と研究部門の橋渡し
共同利用研究者との連絡・調整
共同利用研究成果発表会の開催
CRCミーティング旅費支給支援
研究倫理・論文原データ保存業務

プレアワード

科研費計画調書の応募前レビュー実施
ホームページ、メールで外部資金情報を提供
その他の外部資金申請の相談及び支援
外国人研究者の応募支援

研究戦略推進支援
各種審議会の傍聴やインターネットで

科学技術政策の動向を調査・分析
教員向けの政策動向報告会を実施
研究力調査（トップ10％、１％論文等）

報告・評価対応業務
論文出版、講演等研究活動状況収集
共同利用共同研究拠点中間調書
共同利用共同研究拠点実施状況報告書
第三期中期目標期間の実績報告書
大規模フロンティア事業進捗評価支援
外部評価対応

その他
修士・博士研究発表会
外国人研究者受け入れ支援
メディア懇談会支援
宇宙線研究所規則集の編纂

自由闊達に研究が進み、研究成果がどんどん生み出され
国際競争力アップ!! 優秀な若手研究者を多数輩出!!



研究環境基盤部会（第102回）資料 2019年3月27日



研究環境基盤部会（第102回）資料 2019年3月27日



「科学研究費助成事業（科研費）等について」文科省資料2019年1月28
日



海外渡航期間に応じて自由に科研費の中断・再開を可能とする制度開始

「科学研究費助成事業（科研費）等について」文科省資料2019年1月28
日



若手研究者等の応募しやすい研究種目
若手研究

• 応募要件； 博士号取得後8年未満
• 期間２～４年、応募総額５００万円以下
• ２回まで受給できる。

「若手研究」における 独立基盤形成支援（H30年度試行要領）
• 若手に新規に採択された者のうち、大学の准教授以上の職位に就いて２年以内
• 研究費総額の当初応募額から交付内定額を引いた額と１５０万円のいずれか低い額を追加交付

研究活動スタート支援 ←所内〆切4/23
• 研究機関に採用されたばかりの研究者や、育児休業等から復帰する研究者等が一人で行う研究
• 当該年度科研費公募〆切以降に新たに研究者として採用された方
• 期間２年以内、単年度当たり１５０万円以下
• 研究活動をスタート（あるいは再スタート）しようとする研究者を支援する。

規模の小さい種目から、採択実績・研究実績を積んで徐々に大型にチャレンジ



科研費応募の支援
◦ 科学研究費助成事業の新規採択率は20~30％。

◦ 1～2度不採択になった位で簡単にあきらめない。

◦ 応募時点で希望すると、不採択の場合に各評定要素（学術的重要性、研究計画の
妥当性など）に係る審査委員の素点（平均点）、所見（コメント）などが開示さ
れるので、それらを参考に研究計画の弱い部分を補強して再チャレンジする。

希望者に応募前レビュー（外部専門家＆研究サポート室）を実施

希望研究グループに公募説明会（当該年度の変更点＆傾向と対策）を実施

出典：日本学術振興会HP（注）各年度における当初配分時の数字。

採択率・充足率（新規分）の状況

東京大学URA推進室；科学研究費助成事業説明会資料より抜粋編集

年度 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年

採択率
(%) 28.3 27.1 24.8 24.3 23.9 23.1 24.6 23.7 24.8 24.0 23.5 24.3 22.7 24.9 24.8 28.7 28.4 27.4 26.6 26.2 26.0

充足率
(%) 74.6 72.3 71.5 74.7 77.2 78.2 76.1 76.2 76.5 76.4 77.5 75.7 76.9 75.4 75.2 78.1 75.7 74.1 69.2 69.9 70.5



科研費などの応募前レビュー

「科研費 採択される3要素」
（郡健二郎著）

アイデア

業 績見栄え

分かりやすさ
メリハリのある表現
記述の過不足、バランス

所内〆切の1週間前に提出

レビューレポート2本
・外部専門家；専門的見地から
・研究サポート室；見栄え向上の観点から

修正・更新して再提出



計画調書作成の基本的な心構え
1. 応募書類は、プレゼンの一種と認識し、審査委員が興味を持ち、納得してもらえるよう、

インパクトと説得力のあるものにする。

2. 独りよがりにならず、審査委員の目線に立った研究計画にすること。

3. きれいな日本語、正確な日本語を用いる。誤字、脱字に十分注意する。

4. 行間や字間が狭すぎると、読みにくいので注意が必要。一部の記入欄を除いて、11ポイ
ント以上の文字等を用いることとされている。（審査委員には年配の方も少なくない。）

5. 審査委員の大部分は専門分野が異なることを前提に、素人にも理解し易い調書を作成のこ
と。また、多忙な方が短時間に数十～百件以上の応募書類を審査していることも考慮して、
できるだけ一気に読めるような調書にまとめること。

6. 提出前に何度も読み返し、推敲と校正を重ねる（記入漏れ、理解し易いかなどに注意）。
「誤字、脱字」は論外。

7. 科学研究費補助金、助成金は他の応募者との獲得「競争」。いかにその研究が独創的で、
学術的意義が高いか、既存の研究や外国と比較してどこが違い、どれ程優れているかなど、
「売り」を積極的にPRする。

8. 科学研究費助成事業は書類審査中心の「開かれた競争」。第1段審査（研究計画調書）の
評点は第2段審査の際にも基本的に尊重されており、まずは第1段審査の突破を目指す。

東京大学URA推進室；科学研究費助成事業説明会資料より抜粋編集



Researchmap登録・更新のお願い

研究者のプロフィール管理を支援する
インターネットサービス
（研究者情報集積データベース）
https://researchmap.jp/

科研費審査の際に審査員が必要に応じて
researchmapの掲載情報を参照する。



ホームページに外部資金情報をまとめて掲載
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宇宙線研関連
情報をピック

アップ

計画調書作
成の手引き



修士・博士研究発表会
開催時期：2020年2月21日開催予定

発表者
口頭：修士・博士の学位を取得する者（2020年秋取得予定も含む）
ポスター：M1/D1/D2希望者

学生の運営委員が自主的に運営し、研究会の運営経験を積む

宇宙線研究所の公式行事なので、学生の参加は義務

所長賞（賞状とトロフィー）
優秀な研究発表に所長賞が授与される

• 博士部門
• 修士部門
• ポスター部門

（楽天Webページ掲載写真）



研究支援のご依頼、研究推進のご相談は
研究サポート室まで

ご相談の例

◦ 共同利用・共同研究の効率化について

◦ 科研費応募に関して事前に相談したい

◦ 外部資金情報を紹介して欲しい

◦ 公募申請書、実績報告の作成の支援

◦ 外国人研究者の支援

◦ 安全衛生に関するご相談

◦ 研究会開催支援、研究分析を依頼したい

◦ 窓口が分からない ・・・ etc.

＜研究サポート室の体制と窓口＞

research_support@icrr.u-tokyo.ac.jp
柏地区 佐藤（内65175）

5月に1名着任予定

神岡地区 倉知（IN(0578) 85-9713）

室長
（所長兼任）

副室長
（副所長兼任）

URA広報
（兼任）

事務職員
（兼任）



宇宙線研究所 新人向けガイダンス

研究費の受入・使い方

２０１９年４月２２日（月）
宇宙線研究所 予算・決算係



１．大学全体の予算



２．外部資金について

(1) 科学研究費補助金



(2) その他の外部資金



(3) 外部資金（競争的資金）の種類



３．外部資金に応募するには
(1) e-Radへの登録

・ 国等が公募する研究資金に応募するためには、研究者の
登録を行い、研究者番号を事前に取得することが必要です。
必ず登録しましょう。

・ 登録の事務処理は所属部局の事務担当者が行いますので、
事務担当者に登録の依頼を行ってください。

http://www.e-rad.go.jp/index.html



(2) 東大ポータルサイト

外部資金公募情報



４．寄附金受入時の注意事項



５．直接経費と間接経費



６．研究支援経費

・ 受託研究や共同研究、寄附金を原資に研究を遂行していく上で、
研究に直接必要な経費以外に、研究を効果的・効率的に行うための
管理的経費が必要になります。

・ このため、本学では、これらの経費を受け入れる際、「研究支援経
費」を委託者や寄附者にご負担いただいています。

・ なお、研究支援経費は、直接経費からオーバーヘッドするものでは
ありません。



７．研究費の使用について

(1) 研究費とは

本学の「研究費不正使用防止計画」における「研究費」とは、競
争的資金といわれる資金のほか、寄附金、民間との共同研究、
受託研究、受託事業及び共同事業に加え、運営費交付金のうち
大学内において直接研究のために使用する経費を含めるものと
します。

(2) 経費の使用ルール

研究資金や所管する資金配分機関によって、経費の使用ルー
ルが異なります。使用ルールに違反した場合、研究資金を返還し
なければなりません。
（例）① 学内施設使用料の支払の可否

② 大学院生を研究補助者として出張させる場合における
雇用関係の必要性

③ 設備備品とする金額の違いや管理方法（大学資産とし
て管理、研究者が管理等）

④他の経費との合算使用の可否



(3) 研究費の不正使用

研究費を定められたルールに従わないで使用することは不正
です。典型的な不正使用の事例は以下のようなものです。

① 研究費が不足したため、納品日を偽り翌年度の予算により
支払いを行った場合。

② 研究費が余ったため、実際には４月に納品された物品を前
年度に納品したように取引先に指示し、旧年度の予算で支払っ
た場合。

③ 研究費が余ったため架空の発注を行い、支払われた研究費
を取引先に預け金として管理させ、翌年度以降に試薬や実験
動物等を納品させた場合。

④ 当該研究資金では支払いが認められないため、実際の内容
と異なる内容の納品書・請求書を取引先に作成させ、大学に支
払いを行わせた場合。

⑤ 他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に
同じ旅行の旅費を請求し、二重に旅費を受領した場合。

⑥ 格安航空券やパック商品を利用したにもかかわらず、正規の
運賃の旅費を請求した場合。



⑦ 予定を変更し日帰りをしたにもかかわらず、予定どおり一泊
二日の旅費を受領した場合。

⑧ 研究室の維持・運営に必要な経費に充てるため、学生等に
実態を伴わない給与（謝金）・旅費を支出し、これを返還させ当
該経費に使用した場合。

⑨ 学内の諸規程等に反し、物品を発注したり、出張した場合。

(3) 研究費の不正使用（続き）

たとえ私的流用がなくとも、上記のような事例は研究費の不正
使用にあたります。不正使用を行った場合、不正使用を行った
「個人」に対する処分だけでなく「研究機関（大学）」が資金配分機
関から処分を受ける場合があります。不正使用があった場合、研
究資金に対する応募資格が一定期間（２年～５年）停止されます。
（連座制の適用もあります。）

競争的資金不正使用防止ウェブサイトもご参照ください。

http://gaibushikin.adm.u-tokyo.ac.jp/huseitaisaku/



このフローは研究室が直接契約できる総額１００万円未満の場合です。

１００万円以上の契約は柏地区共通事務センターで行いますので、下記
の事務担当者に相談してください。

事務担当者：契約チーム
鈴木（内線６３４８６）
和田（内線６３５８０）

（柏地区共通事務センター契約チームのURL）
http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/kyoutsujimu/bunyabetsu/keiyaku/keiyaku.html



①見積依頼及び③注文について

研究室の予算責任者の確認後に行ってください。

④納品・検収について

契約したものが納品された時には確認の上、受け取ってください。

納品書は日付が印字されているものを受け取ってください。

⑤支払関係書類について

柏地区共通事務センター契約チームに提出してください。

場所：物性研究所A棟２F

なお、東京大学では「調達に関する東京大学の基本方針」を定めており、
教職員が守るべき事項等を下記の東京大学ホームページに記載されて
おりますのでご覧ください。

http:www.u-tokyo.ac.jp/fin03/g04_j.html#hoshin







支払処理

発注業者決定

納品等確認

支払処理

・見積書を徴取し、発注（予算責任者の押印）
・納品等確認（受領後速やかに）（検収サイン）
・請求書、納品書、見積書
・検収確定書
＊遅くとも納品確認の翌月５日まで

（競争性がない場合）
・仕様書
・カタログ
・業者選定理由書（役務、製造）、業者選定の根拠資料等
・見積書を徴取
・購入依頼書
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡（事務職員の検収）

（競争性がある場合）
・仕様書
・カタログ
・複数社から見積書を徴取
・購入依頼書
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡（事務職員の検収）

物品等購入の必要書類一覧①
※契約の内容、金額により必要な書類が異なります。

研究室（予算責任者等） 柏地区共通事務センター
発
注

1契約金額
100万円未満

※発注の留意点
・100万円以上を意図的に分割して発注しない。
・発注記録を付ける。 ・予算残額を確認する。

教
員
発
注

100万円以上
500万円未満
（見積合せ）

柏
地
区
共
通
事
務
発
注

1



見積書徴取
発注業者決定
納品等確認
支払処理

公開見積り合わせ公示
（東大ホームページ）
発注業者決定
納品等確認
支払処理
＊手続き開始（公示）から
業者決定まで最低２週間
必要となります。

（競争性がない場合）
・仕様書
・機種選定理由書（機種が限定される場合）、

選定したカタログ
・業者選定理由書（役務、製造）、業者選定の根拠資料等
・見積書を徴取
・購入依頼書
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡（事務職員の検収）

（競争性がある場合）
・仕様書
・機種選定理由書（機種が限定される場合）

選定したカタログ
・参考見積書を徴取
・購入依頼書
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡

物品等購入の必要書類一覧②

※契約の内容により必要な書類が異なります。

研究室（予算責任者等） 柏地区共通事務センター
発
注

500万円以上
1,000万円未満
（公開見積り合わせ）

柏
地
区
共
通
事
務
発
注

2



見積書徴取
発注業者決定
納品等確認
支払処理

入札公示
（文科省ホームページ）
発注業者決定
納品等確認
支払処理
＊手続き開始（公示）から
業者決定まで最低３週間
必要となります。

（競争性がない場合）
・仕様書
・機種選定理由書（機種が限定される場合）、

選定したカタログ
・業者選定理由書（役務、製造）、業者選定の根拠資料等
・見積書を徴取
・購入依頼書
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡（事務職員の検収）

（競争性がある場合）
・仕様書
・機種選定理由書（機種が限定される場合）、

選定したカタログ、
・参考見積書を徴取
・購入依頼書
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡

研究室（予算責任者等） 柏共通事務
発
注

1,000万円以上
1,500万円未満
（2019年度）

（一般競争入札）

柏
共
通
事
務
発
注

物品等購入の必要書類一覧③

※契約の内容により必要な書類が異なります。
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随意契約の事前公示
（官報及び文科省HP）
発注業者決定
納品等確認
支払処理
＊手続き開始から業者
決定まで最低３週間必要
となります。

入札公示（官報及び文科省HP）
発注業者決定
納品等確認
支払処理
＊手続き開始から業者
決定まで最短で約３ヶ月
必要となります。
（金額によっては、さらに日数が必要
となります。）
また、業者決定後、納入期間を原則
１５０日必要とします。

（競争性がない場合）
・仕様書（仕様策定委員会の開催）
・随意契約理由書（契約審査委員会の開催）
・参考見積書を徴取
・購入依頼書
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡

（競争性がある場合）
・仕様書（仕様策定委員会の開催）
・入札公示の原稿作成
・参考見積書を徴取
・購入依頼書

・提案物品の審査（技術審査委員会の開催）
※納入日等が確定次第、事務担当へ連絡

研究室（予算責任者等） 柏地区共通事務（及び本部）
発
注

1,500万円以上
（2019年度）

★政府調達
対象案件★

（特定調達とも
いう。）

柏
地
区
共
通
事
務
及
び
本
部
発
注

物品等購入の必要書類一覧④

※契約の内容により必要な書類が異なります。
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業者選定理由書（役務、製造）

・特定の業者でなければ業務（製造）ができない場合には、その理由だけでは無く、
必ずその根拠を示す書類等を添付してください。

（教育研究上必要とする、唯一の技術力または実務経験に伴うノウハウ等は対外
的な説明根拠を示すことが困難であることから理由としては難しいです。）

業者選定の理由の例としては、特許や互換性、製造した会社が他の代理店を通
さず直接保守を行っているなどが該当します。

・根拠を示す書類等が無く、単に優れた技術をもつ等の理由のみでは随意契約は
不可であるため、この場合においては、見積り合わせ、公開見積り合わせ、一般
競争による契約手続きが必要となります。

※ これらの契約が生じる場合は、余裕をもって担当へ連絡願います。直前及び
事後報告のないようお願いします。

物品等購入の必要書類一覧⑤
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・物品の納品時（役務完了時）には、納品書（完了報告書）を必ず受領してください。

・納品時に納品書がない場合は、必ず、納品書を持参するよう業者に依頼するとともに、

後日持参（送付）された伝票には、実際に物品を受領した日付とサインをしてください。

・物品が郵送で送られてきた場合には宅配便の受領書を証拠書類として添付することも

可能です。ただし、納品した全ての詳細が分かる場合のみで、「ファイル他」など、

全ての納品物が記載されていないものは不可です。その際は、納入業者に納品書の

作成を依頼してください。

・修理など作業を依頼した場合は、作業報告書を完了報告書とすることもできます。

・生協などで宅配便を発送した場合は、納品書の他、宅配便の送付状も提出願います。

物品等購入（役務も含む）時の
納品検収について①

6



• 各研究室毎に納品検収責任者（常勤に限ります。）及び補助者（常勤、有期雇用職員
等）を各1名以上登録してください。（原則予算責任者以外の者ですが、人員の確保が

困難な場合は予算責任者が納品検収担当責任者または補助者を兼任することはでき
ます。）

• 登録する際は、登録簿を作成し、柏地区共通事務センター契約チームに速やかにご提
出ください。 【登録簿様式のダウンロードはこちらから↓】

http://www.kashiwa.u-tokyo.ac.jp/kyoutsujimu/bunyabetsu/keiyaku/keiyaku.html
また、検収担当者に変更があった場合、その都度、速やかに柏地区共通事務センター
契約チームに登録簿をご提出ください。

• １００万円未満の物品購入（役務含む）時の検収については、責任者と補助者の2名で
速やかに行って下さい。伝票の仕訳日は1人目のサインの日付となりますので、2人目の
検収が遅くなり、月次、年次及び支払処理が遅延することのないよう徹底してください。

• １００万円以上の物品等の検収は、柏地区共通事務センターの担当職員及び研究室の
納品検収担当者で行いますので、事前に納品日時・場所のご連絡をお願いします。

• コーポレートカード及びUT試薬・購買サイト利用の場合も領収書、納品書に検収担当者
2名の納品確認日及びサインを記入してください。

• 立替払の場合は領収書等に立替者及び証明者以外の1名（計２名）の納品確認日及び
サインを記入してください。

物品等購入（役務も含む）時の
納品検収について②
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平成３１年度宇宙線研究所

新人向けガイダンス資料

平成31年4月22日

柏地区共通事務センター

経理チーム



研究室 総務係
出張命令

権者承認

出張申請は旅費システムにより、事前に申請してください。

旅費システムに関する問い合わせは柏地区共通事務センター経理
チームで対応させていただきます。

そもそも出張とは
東京大学教職員就業規則
第４８条 業務上必要がある場合は、教職員に出張を命ずることができる。

２ 出張を命じられた教職員が出張を終えたときには、すみやかに
報告しなければならない。



研究室 総務係 経理チーム

日本旅行
出張命令

権者

旅費の振

込

このフローは出張終了後に研究室が旅費システムにより、出張報告
申請を行い、旅費が出張者へ支払われるまでのものです。

事務担当者：柏地区共通事務センター
経理チーム
（内線６３２０６） （内線６３２２９）

（内線６３３５３） （内線６３５７７）



出張申請について

事前に旅費システムにより申請してください。

出張報告について

出張終了後、速やかに（１４日以内）旅費システムにより申請してくださ
い。年度末は、出張終了後すぐ。

関係書類について

総務係に提出してください。

・半券の問い合わせが良くありますが、規則として定められていますで、
必ず提出願います。

業者払いについて
東京大学ビジネストリップセンター(東大BTC)とは、出張旅費業務外部
委託に伴い学内に開設された、出張に関するチケット手配等を行う学
内拠点です。（発券手数料が割高な業者が見受けられます、便の変更
や旅程の変更により金額の差異が発生した場合、東大BTC依頼であ
れば手続きが簡単です。）



手続きについて

手続きについては、つぎのwebを参照して行ってください。

①「柏地区共通事務センター」経理ﾁｰﾑ旅費手続き業務ｗｅｂ

http://www.kashiwa.u-
tokyo.ac.jp/kyoutsujimu/bunyabetsu/keiri/keiri.html

②「東大ポータルサイト」旅費web
http://www.ut-portal.u-
tokyo.ac.jp/wiki/index.php/%E6%97%85%E8%B2%BB%
E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88



コンプライアンス

本部法務課長 門馬清仁
２０１９年度 新任教職員研修



１．コンプライアンス
基本規則

1

制定目的
・健全で適正な大学運営
・本学の社会的信頼の維持
に資する



2

本学における「コンプライアンス」とは（第２条）

コンプライアンス
法令、本学の規則、教育研究固有の倫理
その他の規範を遵守すること

コンプライアンス事案
本学の構成員に関わる法令又は本学の規則
に違反し、又は違反するおそれのある事実



3

教職員及び学生の責務（第３条）

教職員及び学生は、東京大学憲章の定める
理念及び目標を実現するため、

• それぞれの責務を自覚し、コンプライア
ンスの重要性を深く認識

•人権を尊重し、高い倫理観を持って行動

しなければならない。



4

参考：東京大学憲章

前文（抜粋）
大学は、人間の可能性の限りない発展に対してたえず
開かれた構造をもつべき学術の根源的性格に由来して、
その自由と自律性を必要としている。同時に科学・技
術のめざましい進展は、それ自体として高度の倫理
性と社会性をその担い手に求めている。

Ⅱ組織 １２．（大学の構成員の責務）
東京大学を構成する教職員および学生は、その役割
と活動領域に応じて、運営への参画の機会を有すると
ともに、それぞれの責任を自覚し、東京大学の目標
の達成に努める。



コンプライアンス事案の報告フロー①（第10条）

部局の

担当
役員

推進責任者
報告

報告

総括責任者

総長

教職員は、コンプライアンス違反を把握し
た場合、速やかに上司又は推進責任者
にその内容を報告するものとする。
（学生の場合、所属部局の教職員へ）

部局長など

上司や教員
東京大学
の構成員

通報窓口
通報 5



部局の

担当
役員

推進責任者
報告

報告

部局長など 総括責任者

総長

報告を受けた教職員は、当該コンプライ
アンス事案について、推進責任者に
報告しなければならない。

コンプライアンス事案の報告フロー②（第10条）

上司や教員
東京大学
の構成員

通報窓口
通報 6



コンプライアンス事案の報告フロー③（第11条）

担当
役員

推進責任者

部局長など 総括責任者

総長

報告を行わない合理的な理由がある場合、
教職員及び学生は、その報告を行わず、
通報窓口に通報することができる。

原則は、上司への報告
報告

報告
部局の

上司や教員
東京大学
の構成員

通報窓口

通報 7



通報窓口（別表第２）

•コンプライアンス通報窓口
本学の構成員に関わる法令や学内規則の違反、又は違反するおそれのある事実

※以下の特定通報窓口に該当する通報は、当該窓口へ
•研究費ホットライン

公的研究費の不正使用

•科学研究行動規範委員会に置かれる通報窓口
論文の不正など、科学研究における行動規範に違反する不正行為

•情報倫理通報窓口
東京大学が管理・運用する計算機資源（ネットワーク、コンピュータなど）の利用

•ハラスメント防止委員会
ハラスメント及びこれに類する人格権侵害並びにこれらに起因する問題

•苦情処理委員会に置かれる通報窓口
時間外勤務、専門業務型裁量労働制等

8



報告者の責務（第13条）

コンプライアンス事案に係る報告又は通報を行う
者は

誠意をもって客観的かつ合理的根拠に基づく
報告又は通報を行う

誹謗中傷等その他の不正の目的で行っては
ならない

具体的に書いてくれないと、
調査のしようがないよ。
これじゃ、ただの誹謗中傷！

通報書
○×教授はいつも ル
ールを破っている。

研究費不正もしている。
調査してほしい。

9



コンプライアンス事案の調査（第14条、第15条）

＜教職員に係る事案の場合＞

担当
役員推進責任者

部局長など

総括責任者
総括責任者は、必要に
応じて、部局の長又は
理事に調査を要請する。

教職員は、調査に際して 協
力を求められた時は、
当該調査に協力しなければ
ならない。

調査の要請

調査結果の報告

＜学生に係る事案の場合＞
学生の所属する部局の長の責任において、教育的な配慮に立
ちつつ調査を行い、調査の結果に基づき、必要な教育指導を
行う。

報告

報告

10



報告者等の保護（第16条）

第16条 総括責任者及び推進責任者は、本学におけるコンプラ
イアンス事案への対応に当たって、次の各号に関する十分な配
慮がなされるよう、必要な措置を講じなければならない。

(1)報告者又は当該コンプライアンス事案に係る
調査に協力した者が不利益な取扱いを受
けないようにすること。

(2)当該コンプライアンス事案に係る調査の対象となっ
た者の名誉、プライバシー等を不当に侵害すること
のないようにすること。

(3)当該コンプライアンス事案に係る調査に当たって、
必要に応じて専門的な知見を有する学外者の参画を
得るなどその客観性及び公正性を確保すること。

11



学外の弁護士事務所において、
直接コンプライアンスに関する
相談を受け付ける窓口

通報窓口

相談

（上記の報告を行わない合理的な理由がある場合）

· コンプライアンス通報窓口
· 研究費ホットライン
· 科学研究行動規範委員会に置かれる通報窓口
· 情報倫理通報窓口
· ハラスメント防止委員会
· 苦情処理委員会に置かれる通報窓口

東京大学
の構成員

部局の
上司や教員

担当
役員

推進責任者

報告

報告

部局長など
総括責任者

総長

相談窓口

通報

助言

1
2

報告

（重篤かつ緊急な対応が必要と判断される場合）

コンプライアンス相談窓口の設置



1
3

通報窓口とは別に、新たに相談窓口を設置

① 窓口の位置づけ
学外の弁護士事務所において、直接コンプライアンスに関
する相談を受け付ける窓口

② 対象者
本学の教職員、学生、派遣職員、科目等履修生等

③ 相談できること
コンプライアンス事案に関する疑問や、どのように対応し
たらよいかなどの悩み

④ 相談の方法
電話、メール、郵送、必要に応じ面談

コンプライアンス相談窓口の設置



２．本学の状況・事例

1
4



ルールが守られない理由 ①

知らなかった

・そもそもそのルールを知らなかった
・規則に違反しているとは知らなかった
・以前からこのやり方でやっていて、問題なかった

正しいルールを把握する
ルールに従って処理をする

1
5



ルールが守られない理由 ②

知りつつやった

・おかしいと思ったけれど、言えなかった
・後から間違いに気づいたけれど、迷惑をかけたくなかった

困った時は自己判断せず、
担当者や信頼できる相手に相談する

1
6



ルールが守られない理由 ②

知りつつやった
・ルールより成果を優先してしまった
・ルールが現場に合っていない
・忙しい。ルールを守っていたら仕事にならない
・ルール軽視、ちょっとくらいならバレないかも

事実を隠して書類を表面上整え、事務手続を済ませることが できた
としても･･･
通報や各種調査をきっかけに、大問題に発展！

目的は手段を正当化しません
悪いとわかっていることはやらないルー
ルにもルールの目的がある
誰かが必ずみてます 内部監査や税務調査の実施17



最近のコンプライアンス事案の傾向

インターネット・ＳＮＳに絡んだ事案
・教職員がブログ上で同僚を中傷

→ハラスメントの訴え
・学生がTwitterで不適切な行為をつぶやく

→外部から大学・所属部局に抗議が殺到

「東京大学の構成員」
としての責任・自覚

18



実際に本学で発生したコンプライアンス事案の例

例１ 架空取引
例２ 論文不正
例３ 不適切な経理処理（預け金）
例４ 不適切な調達手続（法令違反）
例５ ハラスメント
例６ 不適切な兼業（無届兼業、企業広告への出演）
例７ 経歴詐称、給与の不正受給
例８ 学生の不謹慎な行動、SNSでの「炎上」

19

注1 いずれも実際に本学で発生したコンプライアンス事案を再構成した
もので、事実とは異なる部分がある。
注2 各事案の調査対象者に対する処分は掲載しないが、いずれの事案も
懲戒処分（懲戒解雇・諭旨解雇・停職等）、または矯正措置
（訓告、厳重注意等）が行われている。
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例１ 架空取引

事案の概要

Ａ教授は、研究に関する業務を外部業者に発注したよ
うに偽装し、自身が実質的に経営する企業に本学 から
約1,700万円を不正に支払わせるなどした。
本学に東京地検の捜査が入り、Ａ教授は詐欺罪で逮捕・
起訴され、執行猶予付きの有罪判決が下った。
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例２ 論文不正

事案の概要
Ａ研究所のＢ教授、およびＢ教授主宰の研究室に所 属する
研究者が発表した論文について、捏造および改ざんの不
正行為が認定された。

再発防止
・ Ａ研究所…研究倫理支援体制の強化、

オープンラボ化など
・ 全学…研究倫理啓発活動の継続的な実施など



例３ 不適切な経理処理（預け金）
事案の概要
年度末になっても研究室の予算執行が進んでいないことを危
惧した秘書Ａは、 Ｂ社に科研費の残額に合わせた請求書
の作成を依頼し、納品前に支払を行った。
秘書Ａは物品がすぐに納品されると思っていたが、Ｂ社は こ
れを預け金の依頼と理解し、預かり金として経理処理 し、
研究室の発注ノートに書かれた物品を順次納品した。
発生要因
経理処理の正しい認識の不足。
経理処理が秘書に任せっきりになっていた。
再発防止
納品確認後に支払を行う等、正しい経理処理の徹底。

経理処理についての情報共有・意思疎通の徹底。 22



例４ 不適切な調達手続（法令違反）
事案の概要
Ａ准教授は研究に必要な設備(100万円未満)を新しく設置す
ることとなったが、その設備は法令により、金額に関わらず
大学に申請して許可を得なければならないものであり、担
当職員もその旨をＡ准教授に連絡していた。しかしＡ准教授
は大学への申請を行わないまま業者に発注した。その
結果、法令に違反した設備が設置された。
発生要因
・法令や調達手続についての正しい認識の不足。

・研究に必要な設備だからと担当職員の連絡を聞き入れな
かった。

再発防止
・研究に必要な調達であっても、法令や規則を遵守したうえ
で適切な手続を行う意識の徹底

23
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例５ ハラスメント

事案の概要
Ａ職員は同僚のＢ職員に対し、プライベートなことに
ついて訊ねる、一対一での飲食に誘う、等の言動を
繰り返した。
Ｂ職員が拒絶すると、SNSでのつきまとい行為を行っ
た。

発生要因
・ハラスメントに該当する言動についての認識の欠如。

再発防止
・ハラスメント防止教育の徹底。
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例６ 不適切な兼業（無届兼業、企業広告への出演）

事案の概要Ａ教授は甲社の商品開発に協力したが、その
際に兼業手続きを行わなかったため、許可を得ない
まま兼業を行 うこととなった。
そのうえ、本学では特定の企業の商品等に関するテレビ
ＣＭやＨＰ広告等への出演等は認められていないにもか
かわらず、当該商品の広告に氏名と顔写真、推薦文
を提供した。

発生要因
・ 兼業規程に対する認識の甘さ。

再発防止
・ 兼業規程の周知、啓発。
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例７ 経歴詐称、給与の不正受給

事案の概要
Ａ教授は知人Ｂの経歴を詐称させ、自らの研究室に雇用
した。
Ｂは労働条件に定められている勤務日時及び勤務場所に
ほとんど出勤していなかった上、他の者に代理打刻
を依頼して出勤したように装い、給与を不正に受給し
ていた。

発生要因
・ 教職員就業規則の遵守意識の低さ。

再発防止
・ 就業規則の遵守意識の啓発。
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例８ 学生の不謹慎な行動、SNSでの「炎上」

事案の概要
本学学生が不謹慎な行為を行った上、そのことを
Twitterで公開したことから、いわゆる「炎上」状態
となった。
学生の本名や在籍する大学学部等の個人情報がイン
ターネット上で拡散され、本学にも外部から苦情が相
次いだ。

発生要因
・ 学生の倫理意識の低さ。

再発防止
・ 学生に対する倫理教育の徹底。



学内用（総長裁定一覧へのリンクあり）

http://www.ut-portal.u-
tokyo.ac.jp/gakunai/gen/kisoku/mokuji_j.html

東大ポータルサイト「規則集」をクリック

学外用
http://www.u-

tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/kisoku_mokuji_j.html
東大HPのトップ ＞ 大学案内 ＞規則・ コ
ンプライアンス

英文版
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/rules.html
東大英文HPのトップ ＞ About UTokyo ＞ Rules and  

Regulations

学内規則の参照URL

28



参考学内サイト
コンプライアンス - 東大ポータルの便利帳内
東大ポータル > 便利帳 > 総務部 > 法務課

本件問合せ先
本部法務課 内 線 20754  
kikakuchousa.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

参考学内サイト・本件問合せ先

29



就業規則・服務について

１．就業規則について

（１）教職員就業規則

（２）教職員給与規則

（３）教職員勤務時間、休暇等規則

（４）教職員勤務時間、休暇等に関する細則

（５）特定有期雇用教職員の就業に関する規則

（６）短時間勤務有期雇用教職員就業規則

（７）特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程

（８）教職員兼業規程

（９）教職員倫理規程

（10）教職員休業規則

※ 参照 東大ポータル⇒人事・労務・制度等⇒就業規則









２．教職員の皆さんへ

（１）勤務時間

（２）育児・介護休業

（３）服務・倫理

（４）環境安全衛生

※ 参照 東大ポータル⇒人事・労務・制度等⇒教職員の皆さんへ



●裁量労働制とは？

教員自身の裁量で自主的に仕事を進めることのできる制度です

●教員に裁量労働制を適用しないとしたら？

労働基準法に従い、大学は、定時の出退勤を求め、外出も制限することになる
でしょう

●裁量労働制を適用することのメリットは？

勤務時間を管理されずに研究活動を行うことができます

●勤務時間の取り扱いはどうなるのか？

裁量労働制の対象となる教員等については、研究室等に出勤する時間や退勤す
る時間を大学が指示しないことから、教員等の側が、出退勤の時刻を自らの判
断によって決定することになります。



●職務専念義務及び忠実義務

勤務時間中は職務に専念し、誠実に職務に従事

●法令の遵守及び上司の命令に従う義務

法令や就業規則、諸規則を守り、上司の命令に従い、職務に従事

●信用失墜行為等の禁止

職場外での行為も対象になることがあります

●秘密の遵守

退職後も秘密保持義務があります

●教職員の倫理

疑惑や不信を招くことのないように

●兼業

兼業を行うには許可が必要です


